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独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」と

いう。）第29条第１項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構

（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下

「中期目標」という。）を次のとおり定める。

平成●年●月●日

厚生労働大臣

加 藤 勝 信

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割

我が国の福祉・医療を巡る環境には、少子高齢化の進行に伴う待

機児童問題、特養待機者問題及び医療需要の増大の他、福祉サービ

ス提供に係る課題の複合化・複雑化や地域のつながりの希薄化、こ

れらに対応する社会資源の一元的かつ正確な情報の不足など、政府

として取り組むべき喫緊の課題が数多く存在している。

また、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決

定）において、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目指し、

保育や介護の受け皿整備を一層加速することや、保育士や介護人材

の処遇改善、地域共生社会の実現等に向けた取組みを推進すること

とされており、これらの政策実現に向けた取組みが期待されている

ところである。

こうした政策目的の実現に向けて、機構は、福祉・医療に関する

多様な事業を実施している機構の特長や専門性を生かした「小回り

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策及び医療政策と密接に

連携しつつ、貸付その他の公共性の高い多様な事業を公正かつ総合的

に実施することにより、わが国の福祉の増進並びに医療の普及及び向

上に貢献することが期待されている。

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条第１項の

規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構が達成すべき業務運営に関

する目標を次のように定める。

平成25 年３月１日

厚生労働大臣

田 村 憲 久

（新設）
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のきく福祉・医療支援の専門店」としての一層の機能発揮・有機的

連携により、第４期中期目標期間においては、待機児童解消や特養

待機者解消、地域医療構想の実現等を推進するための福祉・医療基

盤の整備、保育士や介護人材の処遇改善、制度の谷間の要支援者を

支える団体への支援を行い、地域包括ケアシステムや地域共生社会

の実現に寄与するとともに、機構が保有する福祉保健医療情報サー

ビス基盤を活用し、全ての利用者が一元的かつ正確な情報を入手で

きる環境の整備等を効果的かつ効率的に実施するものとする。

（別添）政策体系図

第２ 中期目標の期間

通則法第29条第２項第１号の中期目標の期間は、平成30年４月か

ら平成35年３月までの５年とする。

第１ 中期目標の期間

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 29 条第２項第

１号の中期目標の期間は、平成 25 年４月から平成 30 年３月までの

５年とする。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項

通則法第29条第２項第２号の国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとし、１～８の

各項目を一定の事業等のまとまりとする。

第４ 業務の質の向上に関する事項

通則法第29条第２項第３号の国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。

１ 福祉医療貸付事業

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的

かつ効率的な提供体制を構築することが喫緊の課題となっている。

「ニッポン一億総活躍プラン」においても、待機児童解消の実現を

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即して民間の社会福祉

施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等によ

り、福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に
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目指した保育の受け皿整備や介護ニーズに応じた機動的な介護サー

ビス基盤の整備、地域包括ケアの推進、地域における小児・周産期

医療体制の充実や質が高く効率的な医療提供体制の実現が挙げられ

ている。

こうした政策目的の実現に向けて、福祉医療貸付事業では、民間

の社会福祉施設及び医療関係施設等の整備に対し長期・固定・低利

の資金を提供すること等により、施設開設者等の負担軽減を図り、

福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整

備に資するとともに、政策融資としての役割を踏まえ、地域におけ

る社会福祉施設及び医療関係施設等の維持及び存続を図ることを最

優先としつつ、貸付債権の適正な管理を行うことが必要であり、以

下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。

【重要度：高】

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的

かつ効率的な提供体制を構築することが喫緊の課題となっており、

国において「ニッポン一億総活躍プラン」等の政策方針の推進に全

力を挙げているところであり、この取組みに寄与する本事業は重要

度が高いものである。

資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めるこ

と。

（１）国の福祉医療政策における政策目標を着実に推進するため、毎

年度、国と協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定め

た融資方針に基づき、政策優先度に即して効果的かつ効率的な政

策融資を実施すること。

また、政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づ

き、災害復旧、金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時におけ

（１）国の福祉政策における政策目標を着実に推進するため、毎年

度、国と協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定めた

融資方針に基づき、政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策

融資を実施すること。

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づき、災

害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時に
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る資金需要に迅速かつ機動的に対応するなど、融資対象の重点化

及び必要な融資枠の確保、融資条件の改善等により、増大する利

用者ニーズへの対応を図ること。

おける資金需要に迅速かつ機動的に対応する等、民業補完を徹底

しつつ、融資対象の重点化及び必要な融資枠の確保、融資条件の

改善等により、増大する利用者ニーズへの対応を図ること。

特に、東日本大震災で被災した社会福祉施設等に対し、引き続

き被災地支援に資するため復旧・復興資金等の優遇融資を実施す

ること。

（２）政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団

体や地方公共団体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報を実施

し、地方公共団体等との連携強化を図ること。

（新設）

（３）利用者の円滑な資金調達に資する観点から、融資や経営診断を

通じて得た社会福祉施設及び医療関係施設等に関するノウハウ等

を民間金融機関に提供するとともに、民業補完の観点から協調融

資の普及に努めること。

また、協調融資金融機関数について拡大するなど、制度の充実

を図るととともに、適切な運用を行うこと。

（４）民業補完の推進の観点から、融資や経営診断を通じて得たノウ

ハウ等を民間金融機関に提供するとともに、併せ貸しの一層の普

及に努めること。

なお、併せ貸しの普及にあたっては、併せ貸しの利用が進んで

いない児童福祉事業及び障害者福祉事業について要因を分析し、

当該分析結果を踏まえて利用の向上に資する取組を行うものとす

ること。

（４）福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基

盤整備を推進するため、事業者の施設整備等に関する相談等を適

切に実施するとともに、適正な審査手続きを確保しつつ、業務を

迅速に実施することにより、利用者サービスの向上を図ること。

（３）福祉・介護サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備を

推進するため、事業者の施設整備等に関する相談等を適切に実施

することにより、利用者サービスの向上を図ること。

（５）審査業務及び資金交付業務について利用者サービスの向上を図
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ること。

（福祉医療貸付事業に統合） ２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）

医療貸付事業については、国の医療政策に即して民間の医療施設

等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等により、

医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。

（１）国の医療政策における政策目標を着実に推進するため、国と協

議のうえ、融資の基本方針を定めたガイドラインに基づき、政策

優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づき、災

害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時に

おける資金需要に迅速かつ機動的に対応する等、民業補完を徹底

しつつ、融資対象の重点化及び必要な融資枠の確保、融資条件の

改善等により、増大する利用者ニーズへの対応を図ること。

特に、東日本大震災で被災した医療関係施設等に対し、引き続

き被災地支援に資するため復旧資金等の優遇措置を実施するこ

と。

（３）医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備を推進す

るため、事業者の施設整備等に関する相談等を適切に実施するこ

とにより、利用者サービスの向上を図ること。

（４）民業補完の推進の観点から、融資や経営診断を通じて得たノウ

ハウ等を民間金融機関に提供すること。



中 期 目 標（第４期案） 中 期 目 標（第３期）

- 6 -

（５）審査業務及び資金交付業務について利用者サービスの向上を図

るとともに、病院の機能や経営状況についての第三者評価結果を

融資審査に活用すること。

（福祉医療貸付事業に統合） ３ 福祉医療貸付事業（債権管理）

福祉医療貸付事業における債権管理については、政策融資とし

ての役割を踏まえ、地域における社会福祉施設等及び医療施設等

の維持及び存続を図ることを最優先とし、貸付債権の適正な管理

を行うとともに、リスク管理債権比率の改善に努めつつ、不良債

権の処理を促進するため、以下の点に特に留意してその適正な実

施に努めること。

（５）融資後の貸付債権については、福祉医療経営指導事業と連携し

つつ、継続的に貸付先の事業の運営状況や財務状況等を把握する

とともに、フォローアップ調査を実施するなど、債権区分別に適

切な期中管理を行うこと。

（１）貸付債権の適正な管理

福祉医療貸付事業の貸付債権について、継続的に貸付先の事業

の状況や財務の状況等を把握するためのフォローアップ調査を実

施するとともに、債権区分別に適切な管理を行うこと。

（６）債権悪化の未然防止を図るため、貸付債権のポートフォリオ分

析を的確に実施し、効果的・効率的な債権管理に努めること。

また、政策融資を行う機関としての健全性を確保する観点か

ら、リスク管理債権の発生要因等の分析を行い、分析結果を貸付

関係部等にフィードバックするなど、リスク管理債権に対する態

勢の強化を図ること。

（２）債権悪化の未然防止の取組

① 福祉医療経営指導事業等との連携の強化による債権悪化の未

然防止に取組むこと。

② 金融機関としての健全性を確保する観点から、リスク管理債

権の発生要因等の分析を行い、分析結果を貸付関係部にフィー

ドバックするなど、リスク管理債権に対する態勢の強化を図る

こと。



中 期 目 標（第４期案） 中 期 目 標（第３期）

- 7 -

（７）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、経営の悪化あるいは悪化

が懸念される貸付先に対して、貸出条件緩和等の措置を講ずるこ

とにより、地域における民間の社会福祉施設及び医療関係施設等

の経営を支援すること。

また、き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図るととも

に、必要に応じて債権保全措置を的確に実施すること。

（３）経営が悪化した貸付先等への対応

① 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、経営が悪化あるいは悪

化が懸念される貸付先に対して、貸出条件緩和等の措置を講ず

ることにより、地域における民間の社会福祉施設等及び医療施

設等の経営を支援すること。

② き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図るとともに、必

要に応じて債権保全措置を的確に実施すること。

（８）福祉医療貸付事業に関する評価について、以下の指標を設定す

る。

①政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団体

や地方公共団体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報を毎年度

100回以上実施すること。（第３期中期目標期間実績（平成25

年度から平成28年度実績をいう。以下同じ。）平均：98回）

【目標の設定及び水準の考え方】

・福祉医療関係団体や地方公共団体との連携強化の実績を測る指標

として、「福祉医療関係団体や地方公共団体に対する福祉医療貸

付制度の周知・広報回数」を採用する。

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよ

う設定する。

②協調融資金融機関数について、中期目標期間の最終年度において

65機関以上拡大すること。（第３期中期目標期間実績：49機関

（年度平均12.3機関））

【目標の設定及び水準の考え方】

・民間金融機関との協調融資の推進に係る実績を測る指標として、

（新設）
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「協調融資金融機関数」を採用する。

・目標水準については、第３期中期目標期間実績を上回るよう設定

する。

③正常先及び要注意先のうち今後リスク管理債権化する恐れのある

貸付先に係る実地調査等を毎年度55貸付先以上に実施するこ

と。（平成27年度及び平成28年度実績平均：48貸付先）

【目標の設定及び水準の考え方】

・融資後の貸付債権に対するフォローアップによる経営支援の実績

を測る指標として、「正常先及び要注意先のうち今後リスク管理

債権化する恐れのある貸付先に係る実施調査等の実施先数」を採

用する。

・目標水準については、平成27年度及び平成28年度実績の平均を

上回るよう設定する。

２ 福祉医療経営指導事業

少子高齢化が進展する中、福祉医療サービスの安定的かつ効率的

な提供体制を構築することが喫緊の課題となっている。「ニッポン

一億総活躍プラン」においても、待機児童解消の実現を目指した保

育の受け皿整備や質が高く効率的な医療提供体制の実現が挙げられ

ており、こうした課題に対応していくため、福祉医療サービスを担

う経営主体の経営の効率化、安定化を図りつつ、施設等の整備を促

進することが求められている。

こうした政策目的の実現に向けて、福祉医療経営指導事業では、

民間の社会福祉施設及び医療関係施設等の経営者や地方公共団体、

福祉医療関係団体等に対し、公的な立場から経営に関わる正確な情

４ 福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業（集団経営指導（セミナー）及び個別経

営診断）については、民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に

対し、公的な立場から経営に関わる正確な情報や有益な知識を提

供し、あるいは経営状況を的確に診断することにより、福祉、介

護、医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める

こと。
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報や有益な知識を提供し、あるいは機構が保有するノウハウを活用

して経営指標の提供や経営状況を的確に診断することにより、福

祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の

経営を直接・間接を問わず支援することが必要であり、以下の点に

特に留意してその適正な実施に努めること。

【重要度：高】

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定

的かつ効率的な提供体制を構築することが喫緊の課題となってお

り、国において「ニッポン一億総活躍プラン」等の政策方針の推

進に全力を挙げているところであり、この取組みに寄与する本事

業は重要度が高いものである。

（１）セミナーについては、民間の社会福祉施設や医療関係施設等の

健全な経営を支援するため、機構の独自性を発揮できる施設整

備・経営管理に関する優良実践事例や政策動向の情報提供等を中

心に内容の充実を図ること。

（１）集団経営指導（セミナー）については、施設の健全経営のため

に必要な情報を広く施設経営者等に提供すること。

ただし、民間と競合しない企画立案を行い、施設整備の事業計

画の立案及び施設の機能強化に資する情報等の提供に重点化する

こと。

また、機構が有する病院等の経営指導のノウハウについては、

民間金融機関等へ普及を行うこと。

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的確に把握することができる

よう、経営状況に関する調査・分析・公表を行うなど、施設の経

営基盤の強化を支援するため、分析内容の充実を図るなどの取組

みを行うこと。

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的確に把握し、健全な施設経

営を行うことができるように、顧客等のニーズを踏まえ施設経営

を支援するための情報の収集・分析・提供の充実強化に努めると

ともに、新規の施設種別に係る経営指標や診断メニューを策定す

ること。特に、福祉医療貸付事業の債権管理業務と連携し、経営
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（３）経営診断については、福祉医療貸付事業と連携しつつ、経営が

悪化あるいは悪化が懸念される施設のほか、制度改正等への対応

や人事体系の構築などの個々の法人・施設が抱える課題の解決に

重点を置いた診断・支援の手法・内容の充実を図ること。

が悪化あるいは悪化が懸念される施設に対する経営支援に努める

こと。

（削る） （３）集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、運営費交付

金の縮減の観点から自己収入の拡大に努めること。

（４）福祉医療経営指導事業に関する評価について、以下の指標を設

定する。

①セミナーについては、中期目標期間における延べ受講者数を

16,200人以上とすること。（第３期中期目標期間実績：

12,926人（年度平均3,232人））

【目標の設定及び水準の考え方】

・セミナーの開催により必要な情報を広く施設経営者等に提供した

実績を測る指標として、「延べ受講者数」を採用する。

・目標水準については、第3期中期目標期間実績を上回るよう設定

する。

②施設の経営状況に関する調査・分析結果については、中期目標期

間において79件以上公表すること。（平成26年度から平成28

年度実績：レポート公表47件（年度平均15.7件））

③公表した結果がマスコミの記事・論文等に引用された回数を中期

目標期間において332回以上とすること。（平成26年度から平

成28年度実績：記事等引用回数199件（年度平均66.3件））

【目標の設定及び水準の考え方】

（新設）
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・施設経営者等に対する情報の提供実績を測る指標として、「リサ

ーチレポートの公表件数」及び「マスコミ記事等引用回数」を採

用する。

・目標水準については、第3期中期目標期間実績を上回るよう設定

する。

④経営診断については、中期目標期間において延べ1,710件以上

の診断を実施すること。（第３期中期目標期間実績：1,363件

（年度平均340.8件））

【目標の設定及び水準の考え方】

・個別経営診断の実績を測る指標として、「延べ診断件数」を採用

する。

・目標水準については、第3期中期目標期間実績を上回るよう設定

する。

３ 社会福祉振興助成事業

社会福祉振興助成事業（以下「助成事業」という。）について

は、ＮＰＯ等の非営利法人が行う民間の創意工夫ある活動や地域に

密着したきめ細かな活動、特に制度の谷間にいる要支援者を支える

活動等に対して効果的な助成を行うことにより、地域共生社会の実

現に寄与するとともに、助成先法人等が、助成期間内の活動だけに

とどまらず、継続的に活動するための自立的運営を行えるよう、事

業実施の支援及び事後評価を適切かつ効果的に実施し、次年度以降

の助成先法人等の活動の発展・充実に資するよう、以下の点に特に

留意してその適正な実施に努めること。

５ 社会福祉振興助成事業

社会福祉振興助成事業（以下「助成事業」という。）について

は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）等による民間の創意工夫ある活

動や地域に密着したきめ細かな活動等に対して、効果的な資金助成

を行うことにより、高齢者・障害者が自立した生活を送れるよう、

また、子どもたちが健やかに安心して成長できるよう必要な支援等

を行うため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めるこ

と。
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（１）助成事業の募集にあたっては、地域共生社会の実現などの国が

示した社会福祉政策を振興するうえで必要なテーマに重点化し、

毎年度、国と協議のうえ、助成方針を定め公表するとともに、Ｎ

ＰＯ等の非営利法人が実施する分野横断的な事業や他団体と連

携・協働する事業等を選定すること。

（１）助成事業の募集に当たっては、国が示した社会福祉政策を振興

するうえで政策的に必要なテーマに重点化し、毎年度、助成方針

を定め公表すること。

（削る） （２）外部有識者からなる委員会による助成事業の選定については、
公正性、客観性及び透明性の一層の確保を図ること。

また、事業内容の特性に配慮しつつ、助成事業の固定化回避に
努めること。

（２）助成金申請業務の効率化により、助成金申請書の受理から交付
決定までの平均処理期間の短縮を図ること。

なお、効率化にあたっては、「ＩＴ利活用に係る基本指針」
（平成 27 年６月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部策
定）を踏まえること。

（新設）

（３）助成先法人等のコンプライアンス確保の観点から、ガバナンス
強化の支援を充実させること。

また、次年度以降の助成先法人等の活動の発展・充実に資する
よう、事後評価を行うとともに、事後評価結果については、助成
先法人等に対し、適切にフィードバッグしたうえで、次年度の募
集要領等に反映させること。

（３）助成を行った事業については、外部有識者からなる委員会にお
いて評価方針を定め、事後評価を行うこと。

また、事後評価結果については、選定方針の改正等に適正に反
映すること。

（４）助成事業が円滑に実施され、助成先法人等が行う事業の継
続・発展に繋がるよう、適切な相談・助言に努めること。

（４）助成事業が、円滑に実施され、助成先団体が行う事業の発展・
充実に繋がるよう、適切な相談・助言に努めること。
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（削る） （５）事後評価の結果を踏まえ、事業効果の高い事業等の周知とその

効果的な普及を推進すること。

（５）助成事業に関する評価について、以下の指標を設定する。

①助成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期間を22日以

内とすること。（第３期中期目標期間実績：平均22.9日）

【目標の設定及び水準の考え方】

・助成金申請業務の効率化による利用者サービスの向上を測る指標

として、「助成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期

間」を採用する。

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を下回るよ

う設定する。

②助成事業が対象とした利用者の満足度（最高評価の率）を60％

以上とすること。（第３期中期目標期間実績平均：59.3％）

【目標の設定及び水準の考え方】

・助成を実施した事業の効果を測る指標として、「利用者満足度

（最高評価の率）」を採用する。

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよ

う設定する。

（新設）

４ 退職手当共済事業

少子高齢化が進展する中、福祉サービスの安定的かつ効率的な提

供体制を構築することは喫緊の課題であり、その担い手である福祉

６ 退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等

の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設等に従事する職員につい
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人材の確保が必要である。「ニッポン一億総活躍プラン」において

も、保育・介護サービスを提供するための人材確保に向けた対策が

挙げられている。

こうした政策目的の実現に向けて、退職手当共済事業では、社会

福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づき、

退職手当共済制度の安定的な運営を図ることにより、社会福祉施設

等に従事する職員の処遇改善を図り、福祉人材の確保に資すること

が必要であり、以下の点に留意してその適正な実施に努めること。

【重要度：高】

少子高齢化が進展する中、福祉サービスの安定的かつ効率的な

提供体制を構築することは喫緊の課題であり、その担い手である

福祉人材の確保が必要であるため、国において「ニッポン一億総

活躍プラン」等の政策方針の推進に全力を挙げているところであ

り、この取組みに寄与する本事業は重要度が高いものである。

て退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な実施に努めること。

（１）退職手当金の給付事務の効率化により、請求書の受付から給付

までの平均処理期間の短縮を図ること。

（１）退職手当金の給付事務の効率化により、請求書の受付から給付

までの平均処理期間の短縮を図ること。

（２）利用者の手続き面での利便性の向上及び負担の軽減を図るた

め、提出書類の簡素化等に努めるとともに、退職届作成システム

の利用を促進すること。

（２）提出書類の簡素化等により、利用者の手続き面での利便性の向

上及び負担の軽減に努めること。

（削る） （３）業務委託先との連携の在り方を踏まえ、事務効率化を図るこ

と。
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（３）社会福祉施設等における福祉人材確保及び処遇改善に資するた

め、都道府県と連携し、退職手当共済制度を広く周知すること。

（新設）

（４）退職手当共済事業に関する評価について、以下の指標を設定す

る。

①請求書の受付から給付までの平均処理期間を中期目標期間におい

て42日以内とすること。（マイナンバー制度導入後（平成27年

度及び平成28年度）実績平均：42.1日）

【目標の設定及び水準の考え方】

・事務効率化による利用者サービスの向上を測る指標として、「退

職手当金の請求書の受付から給付までの平均処理期間」を採用す

る。

・目標水準については、マイナンバー制度導入による事務量の増加

を勘案し、マイナンバー制度導入後の平成27年度及び平成28年

度実績の平均を下回るよう設定する。

【難易度：高】

政府において保育・介護サービスを提供するための人材確保に

向けた対策が進められるなか、本事業の加入者数の増加に併せ給

付処理件数も増加傾向にあり、業務量の増加が政策等に大きく影

響を受けることから、前中期目標期間と同水準の平均処理期間を

維持することは難易度が高い。

②退職届作成システムの利用を促進し、利用割合を毎年度30％以

上とすること。（第３期中期目標期間実績平均：27.5％）

【目標の設定及び水準の考え方】

・退職届の電子化の実績を測る指標として、「退職届作成システム

（新設）
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の利用割合」を指標として採用する。

・目標水準については、第3期中期目標期間実績の平均を上回るよ

う設定する。

５ 心身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）につ

いては、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度（以下

「扶養共済制度」という。）によって地方公共団体が加入者に対し

て負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことに

より、心身障害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の心身障

害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施及び繰越欠損金の発生防止に努めること。

なお、扶養共済制度に関し、国においては、その安定的な運営を

図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、平

成19年度末までに加入した者の積立不足に対応し、機構が定期的

に行う扶養共済制度の長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年度予

算編成を経て必要な財政支援措置を各地方公共団体とともに講ずる

こととし、機構は、上記の国・地方公共団体による財政措置を踏ま

え、資金の安全かつ効率的な運用に努めること。

７ 心身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）につ

いては、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度（以下

「扶養共済制度」という。）によって地方公共団体が加入者に対し

て負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことに

より、心身障害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の心身障

害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。

なお、扶養共済制度に関し、国においては、その安定的な運営を

図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、平

成19年度末の積立不足に対応し、機構が定期的に行う扶養共済制

度の長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年度予算編成を経て必要

な財政支援措置を各地方公共団体とともに講ずることとし、機構

は、上記の国・地方公共団体による財政措置を踏まえ、資金の安全

かつ効率的な運用に努めること。

（１）財政状況の検証

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対

する年金給付を確実に行うため、毎年度、扶養保険事業の財政状

況を検証するとともに、加入者等に対し公表すること。

なお、国においては少なくとも５年ごとに保険料水準等の見直

しを行うこととしていることから、基礎数値等見直しに必要な情

（１）財政状況の検証

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対

する年金給付を確実に行うため、毎年度、扶養保険事業の財政状

況を検証するとともに、加入者等に対し公表すること。

なお、国においては少なくとも５年ごとに保険料水準等の見直

しを行なうこととしていることから、基礎数値等見直しに必要な
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報を提供するとともに、将来的に当該事業の安定的な運営に支障

が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出をするこ

と。

情報を提供するとともに、将来的に当該事業の安定的な運営に支

障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出をする

こと。

（２）扶養保険資金の運用

① 基本的考え方

扶養保険資金の運用については、制度に起因する資金の特性

を十分に踏まえ、長期的な観点から安全かつ効率的に行うこと

により、将来にわたって扶養保険事業の運営の安定に資するこ

とを目的として行うこととし、運用に関する基本方針（長期的

に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」とい

う。）を含む。）を定め、これに基づき管理を行うこと。

また、各資産ともパッシブ運用を中心として、各年度におけ

る各資産のベンチマーク収益率を確保するよう努めるととも

に、中期目標期間においても各資産のベンチマーク収益率を確

保すること。

② 運用におけるリスク管理

扶養保険資金については、分散投資による運用を行うととも

に、運用に伴う各種リスクの管理を行うこと。

③ 運用に関する基本方針の見直し

運用に関する基本方針については、必要に応じて随時見直す

こと。

④ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオは、長期的な観点から、厚生労働大臣が

（２）扶養保険資金の運用

① 基本的考え方

扶養保険資金の運用については、制度に起因する資金の特性

を十分に踏まえ、長期的な観点から安全かつ効率的に行うこと

により、将来にわたって扶養保険事業の運営の安定に資するこ

とを目的として行うこととし、運用に関する基本方針（長期的

に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」とい

う。）を含む。）を定め、これに基づき管理を行うこと。

また、各資産ともパッシブ運用を中心として、各年度におけ

る各資産のベンチマーク収益率を確保するよう努めるととも

に、中期目標期間においても各資産のベンチマーク収益率の確

保を目標とすること。

② 運用におけるリスク管理

扶養保険資金については、分散投資による運用を行うととも

に、運用に伴う各種リスクの管理を行うこと。

③ 運用に関する基本方針の見直し

運用に関する基本方針については、必要に応じて随時見直す

こと。

④ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオは、長期的な観点から、厚生労働大臣が
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別途指示する運用利回りを確保するような資産構成とするこ

と。

なお、策定に際しては、以下の点に留意すること。

・扶養保険事業の短期資金需要等を踏まえて策定すること。

・基本ポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑制するこ

と。

また、策定時に想定した運用環境が現実から乖離していない

かなどについての検証を行い、必要に応じて随時見直すこと。

⑤ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の

検証

扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場

環境や投資行動の観点から運用実績を確認する等の検証を行う

こと。

別途指示する運用利回りを確保するような資産構成とするこ

と。

なお、策定に際しては以下の点に留意すること。

・扶養保険事業の短期資金需要等を踏まえて策定すること。

・基本ポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑制するこ

と。

また、策定時に想定した運用環境が現実から乖離していない

かなどについての検証を行い、必要に応じて随時見直すこと。

⑤ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検

証

扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場

環境や投資行動の観点から運用実績を確認する等の検証を行う

こと。

（３）事務処理等の適切な実施

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るた

め、扶養共済制度を運営する地方公共団体と連携し、事務担当者

会議の開催等により相互の事務処理の適切な実施を図るととも

に、制度周知に努めること。

（３）事務処理の適切な実施

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るた

め、扶養共済制度を運営する地方公共団体と相互の事務処理が適

切になされるように連携を図ること。

（４）扶養保険事業に関する評価について、以下の指標を設定する。

・心身障害者及びその保護者に必要な情報が行きわたるよう、国、

地方公共団体及び関係団体等との連携・協力による周知・広報活

動を毎年度15回以上行うこと。（平成28年度実績：10回）

【目標の設定及び水準の考え方】

（新設）
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・国、地方公共団体及び関係団体などとの連携・協力による制度周

知実績を測る指標として、「心身障害者扶養共済制度の周知・広

報回数」を採用する。

・目標水準については、平成28年度実績を上回るよう設定する。

６ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報

システムの整備及び管理を行い、福祉保健医療関連の各種情報を幅

広く総合的に提供していくとともに、独立行政法人という公的な主

体が運営する信用力を活かし、「社会福祉法等の一部を改正する法

律」（平成28年法律第21号）に基づく「社会福祉法人の財務諸表

等電子開示システム」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」

（平成28年法律第65号）に基づく「障害福祉サービス等情報公表

システム」の管理・運営を行うことなどにより、全ての利用者に対

し福祉保健医療施策に関する一元的かつ正確な情報の基盤を提供す

ることを目的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努め

ること。

【重要度：高】

全ての利用者に対する一元的かつ正確な情報の提供や、地域共生

社会の実現に向けた情報提供体制の整備の支援などの取組みが必要

とされている中、国においては各種関連法律を改正するなど、政策

目的の実現に全力を挙げているところであり、この取組みに寄与す

る本事業は重要度が高いものである。

８ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報

システムの整備及び管理を行い、基幹的な福祉医療情報を重点的に

提供していくとともに効率的なシステム運用を行うことを目的と

し、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。
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（１）福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供していくと

ともに、提供する情報の質の向上と利用者の利便性の向上に努め

ること。

（１）基幹的な福祉医療情報を重点的に提供していくとともに、提供

する情報の質の向上に努めること。

（２）国の施策に基づく情報システムについては、国と連携のうえ、

着実に整備し、当該システムを安定的に運用するとともに、効率

的に管理すること。

（新設）

（３）福祉保健医療施策及び機構業務の効率的な実施を推進するた

め、ＷＡＭ ＮＥＴの活用を図ること。

（２）福祉保健医療施策及び機構業務の効率的な実施を推進するた

め、ＷＡＭ ＮＥＴの活用を図ること。

（削る） （３）運営費交付金の縮減の観点から広告収入等の自己収入の拡大に

努めること。

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業に関する評価について、以下の指標を設定

する。

①中期目標期間の最終年度において、提供する情報の掲載数を平成

29年度と比べて50％以上増加すること。（第２期中期目標期間

の最終年度実績と第３期中期目標期間の最終年度見込実績を比べ

た増加率：45.7％）

②年間ヒット件数を毎年度1億200万件以上とすること。（平成

28年度実績：１億144万件）

【目標の設定及び水準の考え方】

（新設）
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・福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供する実績を測

る指標として、「情報掲載数」及び「年間ヒット件数」を採用す

る。

・目標水準については、情報の掲載数は第３期中期目標期間実績を

上回るよう、年間ヒット件数は平成28年度実績を上回るよう設

定する。

７ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

厚生年金保険制度及び国民年金制度に基づき支給される年金の受

給権者並びに労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金の受

給権者に対し、その受給権を担保にして低利で小口の資金を貸し付

けることにより、高齢者等の生活の安定を支援すること及び労災年

金受給者の生活を援護することを目的として、その適正な事業実施

に努めること。

また、当該事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）及び「年金担保貸

付事業廃止計画」（平成25年３月厚生労働省策定）に基づいて、

当該事業に関する周知状況を勘案したうえで平成33年度末を目途

に新規貸付を終了することとし、事業の廃止に向けた適切な措置を

講じること。

なお、当該事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。

９ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保険制度及び国民年金制

度に基づき支給される年金並びに労災年金担保貸付事業について

は、労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援すること及び労

災年金受給者の生活を援護することを目的として、以下の点に留意

してその適正な事業実施に努めること。

なお、当該事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定。以下「見直しの基

本方針」という。）に基づいて、国において立案される計画に従っ

て適切な措置を講じること。

（１）業務運営コストを分析し、その適正化を図るとともに、貸付金

利の水準に適切に反映することにより、安定的で効率的な業務運

営に努めること。

（１）業務運営コストを分析し、その適正化を図るとともに、貸付金

利の水準に適切に反映することにより、安定的で効率的な業務運

営に努めること。
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（削る）

（２）年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査

等を行うとともに、返済中に生活困難に陥った者に係る返済条件

の緩和を行うこと。

（２）業務運営に当たっては、見直しの基本方針に基づいて、国にお

いて立案される計画に従って適切な措置を講じること。

また、引き続き、年金受給者にとって無理のない返済となるよ

うに配慮した審査等を行うとともに、返済中に生活困難に陥った

者に係る返済条件の緩和を行うこと。

（３）円滑に事業を終了する観点から、新規貸付終了時期及び利用可

能な他制度等に関する周知を図るとともに、受託金融機関等の協

力を得て窓口における利用者への適切な対応に努めること。

なお、利用者等に必要な情報が行きわたるよう、福祉関係団

体、司法関係団体及び消費者関係団体などとの連携・協力による

周知活動を行うこと。

（３）年金担保貸付制度及び労災年金担保貸付制度の周知を図るとと

もに、受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応に努

めること。

（４）年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に関する評価につ

いて、以下の指標を設定する。

・福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体など30団体以

上との連携・協力による周知活動を行うこと。（平成28年度実

績：29団体）

【目標の設定及び水準の考え方】

・福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体などとの連携・

協力による周知活動実績を測る指標として、「連携・協力を実施

した団体数」を採用する。

・目標水準については、平成28年度実績を上回るよう設定する。

（新設）
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８ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国へ

の納付により年金給付の財源となることを踏まえるとともに、以下

の点に留意して当該業務の終了を見据えた具体的な検討を行いつ

つ、安定的かつ効率的な業務実施に努めること。

１０ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付

けあっせん業務

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国

への納付により年金給付の財源となることを踏まえるとともに、

当該業務終了の時期を見据え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努めること。

（１）業務終了を見据えた検討に際しては、減少傾向が続く債権残高

の将来見通しを踏まえ、業務運営コストの分析及び将来の収支状

況の的確な把握を行うとともに、さらに当該業務の関係機関と緊

密に連携して、今後の課題の把握等に努めること。

（新設）

（２）年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及び

分析、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等

を適時に行うことにより、適切な債権管理に努めること。

① 年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及

び分析、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評

価等を適時に行うことにより、適切な債権管理に努めること。

（３）年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行うことによ

り、延滞債権の発生の抑制に努めること。

② 年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行うことに

より、延滞債権の発生の抑制に努めること。

（４）延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人

に対する保証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことに

より、早期の債権回収に努めること。

③ 延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証

人に対する保証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うこ

とにより、早期の債権回収に努めること。
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（削る） （２）承継教育資金貸付けあっせん業務

「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議

決定）を踏まえ、引き続き、承継教育資金貸付けあっせん業務を

休止すること。

（５）承継年金住宅融資等債権管理回収業務に関する評価について、

以下の指標を設定する。

・長期延滞債権については、転借人の高齢化等により、その回収が

一層難しくなっている中で、経済環境の著しい変動がない限り、

総件数に対して18％以上の回収処理を行うこと。（第３期中期

目標期間実績：平均17.8%）

【目標の設定及び水準の考え方】

・長期延滞債権に対する取組実績を測る指標として、「長期延滞債

権の総件数に対する回収率」を採用する。

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよ

う設定する。

（新設）

第４ 業務運営の効率化に関する事項

通則法第29条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項

は、次のとおりとする。

第３ 業務運営の効率化に関する事項

通則法第29条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項

は、次のとおりとする。

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進

（１）各事業・業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、計画

的なシステムの導入及び改善に努めること。

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進

（１）業務・システム最適化計画を着実に実施し、経費の節減を図る

こと。
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（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、システム等の

継続的な改善に努めること。

（２）情報化の進展に機動的かつ的確に対応すること。 （３）情報化の進展に機動的かつ的確に対応すること。

２ 経費の節減

（１）業務方法の見直し及び事務の効率化を行い、経費の節減に努め

ること。

２ 経費の節減

（１）業務方法の見直し及び事務の効率化を行い、経費の節減に努め

ること。

（２）公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達

を実現する観点から、機構が策定した「調達等合理化計画」に基

づき、一者応札等に対する取組みを着実に実施すること。

（２）契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、

以下の取組により、契約の適正化を推進すること。

① 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調

達を実現する観点から、機構が策定した「調達等合理化計画」

に基づく取組を着実に実施すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画

競争や公募を行う場合には、競争性、透明性が十分に確保され

る方法により実施すること。

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェックを受けること。

（３）運営費交付金を充当する一般管理費及び業務経費（いずれも人

件費を除く。）については、より一層の業務運営の効率化への取

組みを行うこと。

（３）運営費交付金を充当する一般管理費及び業務経費（いずれも人

件費を除く。）については、より一層の業務運営の効率化を推進

し、中期目標期間の最終事業年度において、平成24年度と比べ
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役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ検証を行

い、その検証結果や取組状況について公表すること。

て一般管理費は15％程度、業務経費は５％程度の額を節減する

こと。

（注）貸付金に係る振込及び口座振替手数料、福祉医療経営指導

事業に係る経費、社会福祉事業に関する調査研究、知識の普

及及び研修に係る経費、退職手当共済事業に係る業務委託費

及び退職手当給付金支給に係る振込手数料、システム関連経

費、公租公課並びに特殊要因経費を除く。

総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏ま

え、厳しく見直すものとすること。

機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行

い、その検証結果や取組状況については公表するものとするこ

と。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公

務員の給与水準を上回っていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因に

ついて、是正の余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を

行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準

が適切かどうか十分な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解の得ら

れるものとなっているか。

第５ 財務内容の改善に関する事項

通則法第29条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標

は、次のとおりとする。

第５ 財務内容の改善に関する事項

通則法第29条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標

は、次のとおりとする。
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１ 運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行う事業については、それぞれの事業目

的を損なわない範囲で、利用者負担その他の自己収入を確保するこ

とに努めること。

１ 運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行う事業については、それぞれの事業目

的を損なわない範囲で、利用者負担その他の自己収入を確保するこ

とに努めること。

２ 自己資金調達による貸付原資の確保

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、債券の発行等

による資金調達を適切に行うこと。

２ 自己資金調達による貸付原資の確保

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、債券の発行等

による資金調達を適切に行うこと。

３ 不要資産の国庫納付

将来にわたり業務を確実に実施するうえで必要なくなったと認め

られる財産（不要財産）を速やかに国庫納付すること。

３ 不要資産の国庫納付

将来にわたり業務を確実に実施する上で必要なくなったと認めら

れる財産（不要財産）を速やかに国庫納付すること。

第６ その他業務運営に関する重要事項

通則法第29条第２項第５号のその他業務運営に関する重要目標

は、次のとおりとする。

なお、独立行政法人制度の趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の

更なる改善を図り、機構に期待される社会的使命を効率的、効果的

に果たすことができるよう、経営管理の充実・強化を図ること。

第２ 法人全体の業務運営の改善に関する事項

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の更なる改善

を図り、機構に期待される社会的使命を効率的、効果的に果たすこ

とができるよう、経営管理の充実・強化を図ること。

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療

に係る事業の健全な発展を総合的に支援するため、組織編成等の業

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療

に係る事業の健全な発展を総合的に支援するため、組織編成等の業
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務運営体制を継続的に見直すこと。 務運営体制を継続的に見直すこと。

２ 内部統制の充実

（１）内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保する

ための体制等の整備」（平成26年11月28日総務省行政管理局

通知）を踏まえ、内部統制基本方針等関係規程類を適時適切に見

直し、整備するとともに、各種会議や研修等における指示の伝達

等を通じて役職員で認識を共有すること。

また、モニタリングを通じて内部統制の仕組みが有効に機能し

ているか点検・検証を行い、その結果を踏まえて、当該仕組みが

有効に機能するよう見直しを行うことにより、機構の組織規模及

び事務・事業の特性を踏まえた内部統制の更なる充実を図るこ

と。

２ 業務管理（リスク管理）の充実

効率的かつ効果的な業務運営を行うとともに、業務の健全性及び

適切性を確保するため、監査機能及びリスク管理機能等を強化する

など、ガバナンスの更なる高度化を図ること。

なお、内部統制については、更に充実・強化を図るものとし、そ

の際、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価に関する研

究会」が平成22年３月に公表した報告書（「独立行政法人におけ

る内部統制と評価について」）及び総務省政策評価・独立行政法人

評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の

意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考

にするものとすること。

（２）政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティポリシー等関係規程類を適時適切に見直す

とともに、適切な情報セキュリティ対策を講じることにより、情

報システムに対するサイバー攻撃への防御力及び組織的対応能力

の強化に取り組むこと。

また、政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進

すること。

第６ その他業務運営に関する重要事項

通則法第29条第２項第５号のその他業務運営に関する重要目

標は、次のとおりとする。
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３ 人事に関する事項

（１）女性活躍や働き方改革を推進する観点から、育児・介護等との

両立支援、ワーク・ライフ・バランスの推進などの各種人事施策

を講じること。

（２）職員の資質向上を図るため、人材の育成に努め、士気及び専門

性の高い組織運営に努めること。

人事に関する事項

（１）効率的かつ効果的な業務運営を行うため、組織編成及び人員配

置を実情に応じて見直すこと。

（２）人事評価制度の運用により職員の努力とその成果を適正に評価

するとともに、人材の育成に努め、士気及び専門性の高い組織運

営に努めること。


